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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月1日(2017.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットプラットフォームによって試料を処理するためのシステムであって、前記シス
テムが、
　トレイであって、
　　排水管を画定するウェルであって、前記ウェルが底面を備える、ウェルと、
　　前記排水管と流体連通するアクセスポートと
　　を画定する、トレイと、
　前記ウェル内に受容されるように適合されるインサートと
　を備え、
　前記インサートが底壁と側壁とを備え、前記底壁および前記側壁の両方が、前記インサ
ートが前記ウェルに挿入されたときに前記インサートの内部が前記ウェルと流体連通する
ように、別々に複数の開口部を画定し、前記開口部のうちの少なくともいくつかが、流体
における流れまたは回転を誘発するために、前記側壁または前記底壁に対する角度を画定
する、システム。
【請求項２】
　前記ウェルが前記排水管と前記アクセスポートを接続するチャネルを画定し、前記チャ
ネルが前記排水管から前記アクセスポートへ下向きに勾配付けされる、請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記底面が前記排水管を画定する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記底面が高点と低点とを備え、前記排水管が前記低点に近接して位置付けられる、請
求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記低点が前記底面の中心に近接して位置付けられる、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記低点が前記底面の外縁に近接して位置付けられる、請求項４に記載のシステム。
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【請求項７】
　前記ウェルが外壁を備え、前記外壁が前記排水管を少なくとも部分的に画定する、請求
項４に記載のシステム。
【請求項８】
　前記底面が前記チャネルの上面を画定する、請求項２に記載のシステム。
【請求項９】
　前記底面が前記チャネルの縁を少なくとも部分的に画定する、請求項２に記載のシステ
ム。
【請求項１０】
　前記トレイがスロットを画定し、前記スロットが前記ウェルと前記アクセスポートとの
間に流体連通を提供する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記スロットがゲートを受容するように構成される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ウェルが外壁を備え、前記ウェルに挿入されたときにバスケットが前記外壁と締り
嵌めを形成する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記外壁および前記バスケットのうちの少なくとも一方がガスケットを備え、前記ガス
ケットが締り嵌めを形成する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記トレイが、前記ウェル内に前記バスケットを固定するためのクランプまたはラッチ
のうちの少なくとも一方をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ウェルが外壁を備え、前記外壁が、円形形状、四角形形状、楕円形形状、および三
角形形状のうちの少なくとも１つを画定する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記バスケットの前記側壁が前記外壁形状に相補的な形状を画定する、請求項１５に記
載のシステム。
【請求項１７】
　前記トレイが複数のウェルを画定し、前記アクセスポートが前記複数のウェルのうちの
少なくとも２つと流体連通する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記複数の開口部のうちの少なくとも１つが鋭角コーナーを含む、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項１９】
　ロボットプラットフォームによって試料を処理するためのトレイであって、前記トレイ
が、
　少なくとも１つの外壁と底面とを有する幾何学的形状を画定するウェルと、
　前記ウェルとは別個であり、かつ流体連通するアクセスポートと、
　前記ウェル内に嵌るように構成されるバスケットと
　を備え、
　前記バスケットが少なくとも１つの側壁および底壁を画定し、前記側壁および底壁の両
方が別々に複数の開口部を画定し、前記開口部のうちの少なくともいくつかが、流体にお
ける流れまたは回転を誘発するために、前記側壁または前記底壁に対する角度を画定する
、トレイ。
【請求項２０】
　前記ウェルが前記外壁および前記底面のうちの少なくとも一方によって画定される排水
管を画定する、請求項１９に記載のトレイ。
【請求項２１】
　前記底面が実質的に凸状および実質的に凹状のうちの少なくとも一方である、請求項１
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９に記載のトレイ。
【請求項２２】
　前記底面が前記外壁に向かって傾斜している、請求項１９に記載のトレイ。
【請求項２３】
　前記トレイが、前記ウェルを前記アクセスポートに接続するチャネルをさらに備え、前
記チャネルが前記底面の下に位置付けられる、請求項１９に記載のトレイ。
【請求項２４】
　前記底面が前記チャネルを少なくとも部分的に画定する、請求項２３に記載のトレイ。
【請求項２５】
　前記トレイが複数のウェルを備え、前記アクセスポートが前記複数のウェルのうちの少
なくとも２つと流体連通する、請求項１９に記載のトレイ。
【請求項２６】
　試料を処理するためのシステムであって、前記システムが、
　トレイであって、
　　排水管を画定するウェルであって、前記ウェルが底面を備える、ウェルと、
　　前記排水管と流体連通するアクセスポートと
　　を画定する、トレイと、
　前記ウェル内に受容されるように適合されるインサートと
　を備え、
　前記インサートが底壁と側壁とを備え、前記底壁および前記側壁のうちの少なくとも一
方が、前記インサートが前記ウェルに挿入されたときに前記インサートの内部が前記ウェ
ルと流体連通するように、複数の開口部を画定し、前記開口部のうちの少なくともいくつ
かが、流体における流れまたは回転を誘発するために、前記側壁または前記底壁に対する
角度を画定する、システム。
【請求項２７】
　前記ウェルが前記排水管と前記アクセスポートを接続するチャネルを画定し、前記チャ
ネルが前記排水管と前記アクセスポートとの間で約９０度の回転を含む、請求項２６に記
載のシステム。
【請求項２８】
　前記排水管が排水管直径（ＤＤ）を画定し、前記アクセスポートがアクセスポート直径
（ＤＡ）を画定し、前記排水管直径（ＤＤ）が前記アクセスポート直径（ＤＡ）よりも大
きく、前記インサートが底壁と側壁とを備える、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記アクセスポートが前記ウェルとは別個である、請求項２６に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記インサートの前記底壁および前記側壁の両方が複数の開口部を画定し、前記底壁に
おける前記開口部および前記側壁における前記開口部が湾曲した形状を画定する、請求項
２６に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記底壁における前記開口部および前記側壁における前記開口部が円形形状を画定する
、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記インサートの前記底壁および前記側壁の両方が複数の開口部を画定し、前記底壁に
おける前記開口部が前記側壁における前記開口部とは異なる形状を有する、請求項２６に
記載のシステム。
【請求項３３】
　前記側壁における前記開口部が長方形形状を画定し、前記底壁における前記開口部が湾
曲した形状を画定する、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記インサートが、前記インサートの外面を無孔性にする化学処理を用いて処理される
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、請求項２６に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記インサートが、前記インサートが増殖因子またはサイトカインを放出することがで
きるようにするために、処理される、請求項２６に記載のシステム。
【請求項３６】
　試料を処理するためのシステムと共に使用するためのバスケットであって、前記システ
ムが、ウェルを画定するトレイを含み、前記バスケットが、底壁と側壁とを備え、
　前記底壁および前記側壁のうちの少なくとも一方が、前記バスケットの内部が前記トレ
イの前記ウェルと流体連通するよう構成されるように、複数の開口部を画定し、前記開口
部のうちの少なくともいくつかが、前記バスケットに導入される流体における流れまたは
回転を誘発するために、前記側壁または前記底壁に対する角度を画定する、バスケット。
【請求項３７】
　前記底壁および前記側壁の両方が複数の開口部を画定する、請求項３６に記載のバスケ
ット。
【請求項３８】
　前記底壁における前記開口部および前記側壁における前記開口部が湾曲した形状を画定
する、請求項３６に記載のバスケット。
【請求項３９】
　前記底壁における前記開口部および前記側壁における前記開口部が円形形状を画定する
、請求項３８に記載のバスケット。
【請求項４０】
　前記底壁における前記開口部が前記側壁における前記開口部とは異なる形状を有する、
請求項３７に記載のバスケット。
【請求項４１】
　前記側壁における前記開口部が長方形形状を画定し、前記底壁における前記開口部が湾
曲した形状を画定する、請求項４０に記載のバスケット。
【請求項４２】
　前記バスケットが、前記ウェルの外壁形状に相補的である全体の形状を画定する、請求
項３６に記載のバスケット。
【請求項４３】
　前記バスケットの前記全体の形状が、円形形状、四角形形状、楕円形形状、および三角
形形状のうちの少なくとも１つである、請求項４２に記載のバスケット。
【請求項４４】
　前記バスケットが、前記バスケットの外面を無孔性にする化学処理を用いて処理される
、請求項３６に記載のバスケット。
【請求項４５】
　前記バスケットが、前記バスケットが増殖因子またはサイトカインを放出することがで
きるようにするために、処理される、請求項３４に記載のバスケット。
【請求項４６】
　試料を処理するためのトレイおよびバスケットシステムを利用する方法であって、前記
方法が、
　バスケットをトレイに挿入することであって、前記トレイが、底面を含む、排水管を画
定するウェルと、前記排水管と流体連通するアクセスポートとを有する、ことと、
　胚を前記バスケットに挿入することと、
　装填されたトレイをロボット処理器具に挿入することと、
　ピペットを前記アクセスポートに挿入することと、
　前記ピペットを介して、流体を前記バスケットに導入および／または抽出することと、
　前記トレイを前記ロボット処理器具から除去することと、
　前記胚を前記バスケットから除去することと
　を含み、
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　流体を前記バスケットに導入および／または抽出するステップが、前記バスケットの構
成に起因して、前記流体における流れまたは回転を誘発することを含む、方法。
【請求項４７】
　前記バスケットを前記トレイに挿入するステップを含む、ステップのうちの少なくとも
１つが、手動で実行される、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記バスケットを前記トレイに挿入するステップを含む、ステップのうちの少なくとも
１つが、ロボット器具によって実行される、請求項４６に記載の方法。
【請求項４９】
　前記胚を前記バスケットから除去するステップを含む、ステップのうちの少なくとも１
つが、手動で実行される、請求項４６に記載の方法。
【請求項５０】
　前記胚を前記バスケットから除去するステップを含む、ステップのうちの少なくとも１
つが、ロボット器具によって実行される、請求項４６に記載の方法。
【請求項５１】
　前記バスケットを前記トレイに挿入するステップの前に、前記バスケットの外面を無孔
性にするように構成される化学溶液を用いて前記バスケットを処理することをさらに含む
、請求項４６に記載の方法。
【請求項５２】
　前記バスケットを前記トレイに挿入するステップの前に、前記バスケットが増殖因子ま
たはサイトカインを放出することができるようにするために、前記バスケットを処理する
ことをさらに含む、請求項４６に記載の方法。
【請求項５３】
　前記バスケットが底壁と側壁とを備え、前記底壁および前記側壁の両方が、前記流体に
おける前記流れまたは回転を誘発するために、複数の開口部を画定する、請求項４６に記
載の方法。
【請求項５４】
　前記底壁における前記開口部および前記側壁における前記開口部が湾曲した形状を画定
する、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記底壁における前記開口部および前記側壁における前記開口部が円形形状を画定する
、請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記底壁における前記開口部が前記側壁における前記開口部とは異なる形状を有する、
請求項５３に記載の方法。
【請求項５７】
　前記側壁における前記開口部が長方形形状を画定し、前記底壁における前記開口部が湾
曲した形状を画定する、請求項５６に記載の方法。
【請求項５８】
　前記バスケットを前記トレイに挿入するステップの後に、バスケットおよびトレイアセ
ンブリを密閉することをさらに含む、請求項４６に記載の方法。
【請求項５９】
　胚を前記バスケットに挿入するステップの前に、前記バスケットおよびトレイアセンブ
リからシールを除去することをさらに含む、請求項５８に記載の方法。


	header
	written-amendment

